
平
成
27
年
1
月

か
ら
施
行

難
病
法
案
が
4
月
18
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
可
決
、

5
月
20
日
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
可
決
さ
れ
、
5
月
23
日

の
本
会
議
で
成
立
し
た
。

法
案
の
附
則
第
２
条
の
見
直
し
規
定
に
つ
い
て
「
施
行
後
５

年
を
目
途
」
と
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
「
３
年
」
と
す
る
と
い

う
点
の
み
が
修
正
さ
れ
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
難
病
対
策
は
今
ま
で
の
﹇
制
度
﹈
か
ら
﹇
法
律
﹈

と
し
て
安
定
的
に
予
算
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

対
象
疾
患
は
現
在
の
56
疾
患
・
約
78
万
人
か
ら
300
疾
患
・
約

150
万
人
に
拡
大
し
ま
す
。

た
だ
難
病
の
定
義
と
し
て
人
口
の
0.1
％
（
約
12
万
人
）
程
度

以
下
と
い
う
枠
が
は
め
ら
れ
て
い
る
た
め
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
や

潰
瘍
性
大
腸
炎
な
ど
患
者
数
の
多
い
疾
患
に
つ
い
て
は
重
症
度

に
よ
る
選
別
が
一
層
厳
し
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

対
象
疾
患
名
や
診
断
基
準
な
ど
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は

こ
れ
か
ら
第
三
者
委
員
会
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

《
附
帯
決
議
》
の
内
容

衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
附
帯
決
議
の
全
文

は
次
の
と
お
り
で
す
。

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適

切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

１
・
指
定
難
病
の
選
定
に
当
た
っ
て
、
診
断
基
準
の
作
成
に
係

る
研
究
状
況
等
を
踏
ま
え
て
対
応
す
る
と
と
も
に
、
疾
病

数
の
上
限
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
医
学
、
医
療
の
進
歩
等

を
踏
ま
え
て
、
指
定
難
病
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
は
対

象
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
今
後
の
指
定
難
病
の
見
直
し
に

当
た
っ
て
は
、
患
者
数
だ
け
で
な
く
、
患
者
の
治
療
状
況

や
指
定
難
病
に
指
定
さ
れ
た
経
緯
等
も
考
慮
し
つ
つ
、
慎

重
に
検
討
す
る
こ
と
。

２
・
新
制
度
に
お
い
て
大
都
市
特
例
が
規
定
さ
れ
た
趣
旨
を
踏

ま
え
、
指
定
都
市
が
支
弁
す
る
特
定
医
療
費
の
支
給
に
要

す
る
費
用
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
支
援
を
行

う
こ
と
。

ま
た
、
指
定
都
市
に
新
た
に
生
じ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、

国
の
責
任
に
お
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

３
・
難
病
患
者
及
び
長
期
に
わ
た
り
疾
病
の
療
養
を
必
要
と
す

る
児
童
が
地
域
に
お
い
て
適
切
な
医
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
指
定
難
病
医
療
機
関
及
び
指
定
医
の
指
定

に
当
た
り
地
域
間
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
取
り
組
む
と
と

も
に
、
医
療
機
関
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
を
通
じ
た
情
報

の
共
有
化
を
図
る
こ
と
。

４
・
療
養
生
活
環
境
整
備
事
業
等
、
義
務
的
経
費
化
さ
れ
な
い

事
業
に
つ
い
て
、
地
域
間
格
差
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、

地
方
自
治
体
の
負
担
に
配
慮
す
る
こ
と
。

５
・
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
」
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対

象
と
な
る
難
病
等
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
難
病
対
策
に
お

け
る
指
定
難
病
の
拡
大
を
踏
ま
え
つ
つ
、
支
援
の
必
要
性

等
の
観
点
か
ら
判
断
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

６
・
長
期
に
わ
た
り
疾
病
の
療
養
を
必
要
と
す
る
児
童
が
成
人

し
て
も
切
れ
目
の
な
い
医
療
及
び
自
立
支
援
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
、
指
定
難
病
の
拡
大
、
自
立
支
援
事
業
の
取
組
促

進
を
図
る
と
と
も
に
、
成
人
後
の
医
療
や
成
人
に
対
す
る

各
種
自
立
支
援
と
の
連
携
強
化
に
鋭
意
取
り
組
む
こ
と
。

７
・
最
大
の
難
病
対
策
は
治
療
法
の
確
立
で
あ
り
、
難
病
の
原

因
究
明
、
治
療
法
の
研
究
開
発
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
そ

の
た
め
、
研
究
開
発
の
た
め
の
必
要
な
予
算
を
確
保
す
る

こ
と
。

★
難
病
法
案
成
立
に
伴
い
、
特
定
疾
患
受
給
者
証
の

期
限
が
今
年
度
末
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

・
毎
年
7
月
〜
9
月
に
行
っ
て
い
る
更
新
申
請
は
、

今
年
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
現
在
お
持
ち
の
医
療
受
給
者
証
は
有
効
期
限
が

平
成
26
年
9
月
30
日
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
自
動

的
に
平
成
26
年
12
月
31
日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す

・
有
効
期
限
が
延
長
さ
れ
た
医
療
受
給
者
証
は
、

平
成
26
年
9
月
30
日
ま
で
に
届
き
ま
す
。

・
平
成
27
年
1
月
1
日
以
降
、
引
き
続
き
医
療
費
助

成
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
9
月

頃
ま
で
に
改
め
て
通
知
が
来
ま
す

・
届
い
た
臨
床
調
査
個
人
票
は
、
平
成
26
年
9
月
頃

ま
で
に
医
療
機
関
に
て
記
入
し
て
い
た
だ
き
、
保

管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

（
平
成
27
年
1
月
1
日
以
降
、
引
き
続
き
医
療
費

助
成
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き
に
必
要
と
な
り
ま
す
）
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